
令和２年度１２月第２２回総会

第２２回定期総会議事録

議長 　定刻になりましたので、ただいまより令和２年度１２月第２２回総会を開会いたします。

　開会時間は午後１時３５分です。

　なお、本日の会議において、農業委員会等に関する法律第２９条により、農地利用最適化推進

委員の出席を求めています。本日は議席番号６番「田端龍一」委員より欠席の連絡を受けており

ます。出席農業委員は１４名中１３名で、定員数に達しておりますので総会は成立しておりま

す。出席を求めた農地利用最適化推進委員の出席人数は９名です。

　お願い事項として、質疑等は挙手の後、許可を得て起立して、議席番号、氏名を名乗ってから

行うようお願いいたします。次に、携帯電話はマナーモードに設定し、緊急以外は通話しないこ

とをお願いいたします。

　つづきまして日程１、議事録署名委員の指名ですが、席順により、議席番号４番「田下三枝

子」委員、５番「小林堯」委員にお願いいたします。

　それでは、日程に従い議事に入ります。

　日程２、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、を上程いたします。今

月は１件の申請がありました。

　関係委員である安藤 委員の退出を求めます。

（安藤委員、退出）

議長 　それでは、審議に入ります。申請番号１番について事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、「申請人より農地法第３条の規定

による許可申請があったので、その適否を諮る」とのことです。

農地法第３条許可申請は土地利用が農地のまま変わらず、権利の変更のみ行うという申請で

す。その権利移動の際に農業委員会の許可を必要としています。３条の案件の許可権者は農業委

員会会長になりますので、この総会で許可決定しますと、そのまま許可となり、所有権の変更が

できることになります。

　それでは、申請番号１番につきまして説明させていただきます。

（申請番号１番について説明）

　本申請について補足説明いたします。

　申請人は現在７５歳で、奥様と２人で耕作しております。

農地を取得するには「農作業常時従事要件」、「下限面積要件」、「全部効率利用要件」、

「地域との調和要件」の４つの要件を満たしていることが条件となります。今回の申請の記載事

項の内容から、「農作業常時従事要件」は、年間150日以上を越えており、また、「下限面積要

件」については、小川地区の要件である３0ａ（3000㎡）を越えていることから、この２つの要

件は満たすと考えます。 残りの２要件、申請農地を含め、申請者が経営している農地につい

て、すべて効率的に利用していることという「全部効率利用要件」、周辺の農地利用に影響を与

えないことという「地域との調和要件」につきましては、経営農地が大河地区、小川地区にござ

いますので、それぞれの担当地区委員さんの現地調査報告で確認をお願いします。

　以上、説明とさせていただきます。

議長 　それでは、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員田嶋委員 　推進委員田嶋が報告します。１２月２９日に農業委員４名、推進委員２名、計６名で現地調査

を行いました。現地は一部に植木が見受けられたため、畑を是正するように本人にお話ししまし

た。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
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議長 　それでは、質疑に入ります。はじめに農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。

質問、意見のある方は挙手をお願いします。

９番權田委員 　はい。

議長 　はい。權田委員。

９番權田委員 　９番權田です。受人の経営農地は適正に耕作されていましたか。

議長 　いかがですか。

１３番内野委員 　はい。１３番内野が代わって報告いたします。受人の経営農地は畑はすべて大根等耕作されて

おり、また田につきましても適正に水田管理がされております。以上です。

９番權田委員 　ありがとうございました。

議長 　ほかにありますか。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１番について、承認に賛成の方の挙

手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１番については可決、承認されました。ありがとうございました。

　安藤委員の着席を命じます。

（安藤委員、着席）

議長 　つづきまして、日程３、議案第２号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の承

認について(中間管理事業）」を上程いたします。

議長 　審議の進め方について、先に委員の皆様にお諮りしたいと思います。今回は八和田地区

の新規のみですが、委員に関係する案件については、冒頭で個別に審議し、残りを一括採決をと

る方法で議事を進めたいと提案します。よろしいでしょうか。

（異議なし）

議長 　それでは、承認が得られたということで、進めさせていただきます。

2 / 10 ページ



令和２年度１２月第２２回総会

第２２回定期総会議事録

　今回は中間管理事業に係る新規案件として八和田地区２３件の申請がありました。土地の所在

地等の説明は特に必要な場合以外は省略しても差し支えないと致します。

　それでは、審議に入ります。関係委員がおりますので先に関係委員の案件を審議いたします。

申請番号１２番について審議します。関係委員である大澤委員の退出を求めます。

（大澤委員、退出）

議長 　それでは、大澤委員の関係案件、申請番号１２番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第２号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の承認について「小川町長か

ら農用地利用集積計画について承認を求められたので、意見の決定を諮る」とのことです。

　これは農業経営基盤強化促進法という国の法律のもと、当事者より申し出がされるものです。

市町村はこの法律に基づき、「農用地利用集積計画」というものを作成しており、利用権はこの

計画の一部です。町はこの計画を公告するために農業委員会の決定を経る必要があるため、今回

承認を求められているものです。また、農業委員会は、担い手や土地所有者からの申し出を受け

て、農地の利用調整に努めることが求められています。

　中間管理事業による利用権設定は、通常の利用権設定と異なる時間を要するため、小川町では

年１回１２月総会で審議いただくということで、９月に決定いただきましたのでこの度議案とい

たします。

　以上を踏まえまして、議案の内容説明に入らせていただきます。

　農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、町から当委員会に、農用地利用集積

計画について承認を求められております。今回の申請の合計は、２３件、４４筆、５１，４７９

㎡です。

　議案説明につきましては、時間の関係もありますので申請番号・譲渡人・譲受人を読み上げさ

せていただきます。

　それでは、大澤委員の案件、申請番号１２番について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員高橋委員 　はい。推進委員の高橋が報告します。

　１２番はいずれも作付け、管理されていました。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質

問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）
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議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１２番について、承認に賛成の方の

挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１２番については可決、承認されました。大澤委員の着席を命じま

す。

（大澤委員、着席）

議長 　つづきまして、委員関係案件１件を除く、１番から２３番につきまして一括審議を行います。

事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、１２番を除いた申請番号１～２３番について読み上げます。

（議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員大塚委員 　推進委員大塚が報告します。１２月１８日、農業委員５名、推進委員３名、計８名で現地調査

を行いました。私のほうからは１番から８番を報告します。

　１番から８番はいずれも稲作後耕耘済みです。

　以上です。

推進委員高橋委員 　推進委員高橋が９番から１８番を報告します。

　９番１０番は麦作付け後状態でした。

　１１番は稲作後耕耘済みでした。

　１３番は草刈管理状態でした。

　１４番は麦作付け後の状態でした。

　１５番はたまねぎ、麦が作付けされておりました。

　１６番から１８番は麦作付け後の状態でした。

　以上です。

推進委員遠藤委員 　推進委員遠藤が１９番から２３番について報告します。

　１９番はこぶ高菜が作付けされておりました。

　２０番はターサイが作付けされておりました。

　２１番はこぶ高菜が作付けされておりました。

　２２番はホワイトにんじんが作付けされておりました。

　２３番は小麦、ターサイが作付けされておりました。

　以上です。

議長 　ありががとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの

質問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）
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議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。委員関係案件１件を除く、１番から２３番に

ついて、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので１番から２３番についてはすべて可決、承認されました。ありがとうござい

ました。

　つづきまして、日程４、議案第３号「農地中間管理事業による農用地利用配分計画の

案について」を上程いたします。

　審議の進め方について、委員の皆様にお諮りしたいと思います。議案第３号は先の議案の関連

案件です。先の議案と同様に、委員に関係する案件については、冒頭で個別に審議し、残りを一

括採決をとる方法で議事を進めたいと提案します。よろしいでしょうか。

（異議なし）

議長 　承認が得られたということで、進めさせていただきます。

　先ほどの中間管理事業に係る配分計画として４４件の申請がありました。

　なお、中間管理事業の配分計画ですので、委員による現地報告は、先ほどと同一の土地のため

省略いたします。

　それでは、審議に入ります。

関係委員がおりますので先に関係委員の案件を審議いたします。

申請番号１から１４番について審議します。関係委員である田下委員の退出を求めます。

（田下委員、退席）

議長 　それでは事務局より説明をお願いいたします。

事務局 議案第３号農地中間管理事業による農用地利用配分計画の案について「小川町長から農地中間

管理事業による農用地利用配分計画の案について意見を求められたので、意見の決定を諮る」と

のことです。議案第２号の利用権設定との関連案件となります。

　この計画は、農地中間管理機構が農地をいったん借り受け、農地の集積化や規模の拡大化等を

行うなど、耕作しやすい条件にして、地域の担い手等へ貸し出しを行うものです。平成２６年４

月より、農地中間管理事業が創設され、この事業は、今後の農地活用の効率化や生産性の向上を

図ることを目的としています。

事務局 　この配分計画案について、農業委員会は意見を町に報告し、町はその意見を聞き、この配分計

画案を中間管理機構へ回答します。その後、埼玉県知事が認可、公告することで農地の貸し借り

が設定されます。期間的には県の審査期間が４０日間、配分計画の閲覧機関が１４日間となって

いることから、３月１日に賃借権が設定される予定となっております。

　以上を踏まえまして、議案の内容説明に入らせていただきます。

　議案説明につきましては、時間の関係もありますので申請番号・譲渡人・譲受人を読み上げさ

せていただきます。
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　それでは、田下委員の案件、申請番号１～１４番についてご説明します。

　借り受ける土地は議案書の通りで、１４筆、８，６９３㎡です。全筆についてすでに利用権設

定をしていた土地を中間管理事業に切り替えを行いました。

　調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１から１４番について、承認に賛成

の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１から１４番については可決、承認されました。田下委員の着席を

命じます。

（田下委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号１６、１７番について審議いたします。私が関係している案件ですの

で、この審議につきましては議長を副会長に交代させていただきます。よろしくおねがいしま

す。

（山田委員、退席）

（議長交代）

議長（副会長） 　議長を交代いたします。それでは、申請番号１６、１７番について審議します。事務局より説

明をお願いします。

事務局 　それでは、山田委員の案件、申請番号１６，１７番についてご説明します。借り受ける土地は

議案書の通りで、２筆、２，９５９㎡です。　調査区は、八和田地区になります。

議長（副会長） 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長（副会長） 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）
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議長（副会長） 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号１６、１７番について、承認に賛成

の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長（副会長） 　全員賛成ですので申請番号１６、１７番については可決、承認されました。山田委員の着席を

命じます。

（山田委員、着席）

議長（副会長） 　会長が議席に戻られましたので議長を交代いたします。

議長 　議長を交代いたします。つづきまして、申請番号２０から２２番につきまして審議いたしま

す。関係委員の吉野委員の退出を求めます。

（吉野委員、退出）

議長 　事務局より説明をお願いいたします。

事務局 　それでは、𠮷野委員の案件、申請番号２０～２２番についてご説明します。借り受ける土地は

議案書の通りで、３筆、５，０７９㎡です。調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号２０から２２番について、承認に賛

成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号２０から２２番については可決、承認されました。吉野委員の着席

を命じます。

（吉野委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号２３から３１番につきまして審議いたします。関係委員の大澤委員の

退出を求めます。

（大澤委員、退出）
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議長 　事務局より説明をお願いいたします。

事務局 　それでは、大澤委員の案件、申請番号２３～３１番についてご説明します。借り受ける土地は

議案書の通りで、９筆、１１，８８０㎡です。調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号２３から３１番について、承認に賛

成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号２０から２２番については可決、承認されました。大澤委員の着席

を命じます。

（大澤委員、着席）

議長 　つづきまして、委員関係案件を除く、１５番から４４番につきまして一括審議を行います。事

務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、委員案件１４件を除いた申請番号１５～４４番についてご説明します。借受人は６

名で借り受ける土地は議案書の通りですので、筆数と合計面積のみご説明します。

　１５番、Ａさん、１筆、６５０㎡。

　１８、１９番、Ｂさん、２筆、４６８８㎡。

　３２番、Ｃさん、１筆、１１００㎡。

　３３～３６番、Ｄさん、４筆、２４９０㎡。

　３７～４４番、Ｅさん、８筆、１３９４０㎡。

事務局 　以上６名です。実際には全くの新規というより利用権設定をしていた土地について中間管理事

業に切り替えたところもあります。

　調査区は、八和田地区になります。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）
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議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。委員関係案件を除く、１５番から４４番につ

いて、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので１５番から４４番についてはすべて可決、承認されました。ありがとうござ

いました。

　以上により中間管理事業による配分計画案はすべて可決、承認されましたので小川町長に意見

書を送付いたします。

　つづきまして日程５、議案第４号「地籍調査に伴う農地に係る地目認定について」を上程いた

します。

　これから審議に入ります。今回は２筆の地目認定について照会がありました。それでは、事務

局より説明をお願いいたします。

事務局 議案第４号、地籍調査に伴う農地に係る地目認定について「小川町長より、地籍調査に伴う農

地に係る地目認定について照会を求められたので、その回答について意見を求める」とのことで

す。

　地籍調査に伴う農地に係る地目認定について、説明いたします。

　小川町では、国土調査法に基づきまして、平成５年度より、地籍調査事業を実施しておりま

す。八和田地区から始まり、竹沢地区、大河地区と進み、今年度は、青山の一部が調査地区と

なっております。

　今回地籍調査に伴い、登記簿地目が農地で、現況が農地以外の地目になっているものについて

地目変更をする際に、農地法との関係もございますので、小川町から当委員会に、変更について

の意見を求められております。

　それでは説明いたします。

（議案書を朗読）

　照会対象農地については、一覧表のとおりです。合計２件です。うち１件が、農地から他の地

目への変更予定他１件が、他の地目から農地への変更予定　となります。

　表の左中程に、登記簿地目、そしてその右隣の現況地目が地籍調査結果の地目であります現況

地目が記載されております。

　全件が、市街化調整区域内であり、また農振農用地の指定はありません。

　最後に調査区は、大河地区になります。以上、内容説明とさせていただきます。

　よろしくお願いいたします。

議長 　それでは、調査担当区の大河地区委員より現地調査報告をお願いします。

１１番青木委員 　１１番青木が報告します。１２月１６日、農業委員２名、地籍調査担当職員２名、計４名で現

地調査をしてきました。

　１番は現地にハナモモが植わっており管理されております。一覧表のとおりに畑に変更するこ

とに問題はないかと思います

　２番は本人にも立ち会っていただき現地調査しました。現地は山の斜面になっており、畑とし

て活用したことは一度もないとのこと。一覧表のとおり地目変更することに問題はないかと思い

ます。

　以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。
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議長 　ありがとうございました。それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質

問、意見を伺います。質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第４号「地籍調査に伴う農地に係る地目

認定について」、報告のとおり承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので可決承認されました。ありがとうございました。

　つづきまして、日程６、報告第１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出について」

を上程いたします。今月は１件の届出がありました。事務局より説明をお願いします。

事務局 　はい。事務局より報告いたします。報告第１号農地法第５条第１項第７号の規定による届出に

ついて「申請人より農地法第５条第１項第７号の規定による届出があったので、報告する」との

ことであります。

事務局 （申請番号１番を読み上げる）

　以上、報告いたします。

議長 　つづきまして、日程７、報告第２号「農地法第２９条第１項第１号の規定による届出につい

て」を上程いたします。今月は１件の届出がありました。事務局より説明をお願いします。

事務局 　はい。事務局より報告いたします。報告第２号農地法第２９条第１項第１号の規定による届出

について「申請人より農地法第２９条第１項第１号の規定による届出があったので、報告する」

とのことであります。

（申請番号１番を読み上げる）

　以上、報告いたします。

議長 　ありがとうございました。

　つづきまして、「その他」について入ります。その他として議題として取り上げることはない

でしょうか。

（挙手なし）

議長 　ないようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして令和２年

度１２月第２２回小川町農業委員会総会を閉会いたします。閉会時間は午後２時３６分です。
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